
 

制定 国空保第３１１号 平成１７年１１月１日 

改正 国空交企第３１４号 令和２年１月２２日 

 

インターネットによる民間訓練試験空域の使用調整等の取扱いサービス実施要領 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この要領は、航空交通管理センター（以下「ＡＴＭセンター」という。）

の空域管理システムと空域管理ユーザー端末（以下「ＧＡ端末」という。）

との間において、民間訓練試験空域（以下「民間訓練空域」という。）にお

ける訓練試験等計画（以下「訓練計画」という。）の承認の申請及びこれに

伴う使用調整並びに使用計画情報の照会及び提供、特殊飛行等に関する情

報等を提供するために必要な事項等を定め、データ通信による民間訓練空

域の使用調整等の取扱いサービスを迅速かつ的確に実施することを目的と

する。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、用語の定義は次のとおりとする。 

（１）「ＡＴＭセンター」とは、福岡航空交通管制部内に組織される航空交通管理

に係る業務を担当する機関をいう。 

（２）「利用者」とは、このサービスを利用することについて、ＡＴＭセンターの

審査を経て登録された者をいう。 

（３）「ＧＡ端末」とは、本サービスを利用するために、インターネットを利用し

て空域管理システムに接続できる電気通信設備をいう。 

（４）「端末ＩＤ」とは、ＧＡ端末を利用するためのユーザーＩＤをいう。 

（５）「不正アクセス」とは、利用者以外により本サービスの適正な運用を妨げる

行為が意図的に行われることをいう。 

（６）「特殊飛行等」とは、写真撮影及び航空測量等に係る飛行で、一定の高度帯

を維持しながら特定の区間を有視界飛行状態により飛行するものをいう。 

 

第２章 サービスの内容 

 

（取扱いの内容） 

第３条 本サービスにおいて取り扱われる情報等は、次のとおりとする。 

（１）民間訓練空域を使用した訓練計画の送受 

（２）民間訓練空域の使用計画及び使用状況に関する情報 

（３）特殊飛行等に関する情報 

 

 



 

（運用機関） 

第３条の２ 本サービスを実施する機関は、ＡＴＭセンターとする。 

住所：〒８１１-０２０４ 福岡市東区大字奈多字小瀬抜１３０２-１７ 

 

（取扱い時間） 

第３条の３ 本サービスの取扱い時間は、２４時間とする。 

 

第３章 利用者の登録 

 

（利用者の対象範囲） 

第４条 本サービスを利用できる者は、ＡＴＭセンターの審査を経て登録された

者とする。 

 

（空域管理システムへの接続） 

第５条 本サービスを利用しようとする者は、自己の負担により、別紙１「空域

管理ユーザー端末の機能要件」に適合又はそれに相当する要件を有する端

末装置を用意するとともに、インターネットプロバイダーを利用して、空

域管理システムに接続しなければならない。 

 

（登録の申請） 

第６条 本サービスを利用しようとする者は、別紙２「空域管理ユーザー申請

書」及び別紙３「空域管理ユーザー端末ＩＤ申請書」に必要事項を記入

し、利用開始希望日の４５日前までにＡＴＭセンターに提出しなければな

らない。また、申請内容の変更は３０日前までに提出するものとする。 

 

（利用者の登録） 

第７条 ＡＴＭセンターは、第６条の申請内容を審査し、本サービスの利用を認

めた場合、本サービスの利用者として登録するとともに、申請者に別紙４

「利用通知書」により本サービスの利用開始日を通知する。なお、本サー

ビスの利用を認められない場合は、本サービスの利用が認められない旨を

別途通知する。 

 

（権利の譲渡） 

第８条 利用者は、本サービスを利用する権利を他者に譲渡してはならない。 

 

（登録の取消） 

第９条 利用者は、本サービスの利用を終了する場合、別紙２「空域管理ユーザ

ー申請書」及び別紙３「空域管理ユーザー端末ＩＤ申請書」に必要事項を

記入し、３０日前までにＡＴＭセンターに届け出るものとする。 

２ ＡＴＭセンターは、当該利用者の登録を取消すとともに、申請者に、別紙４



 

「利用通知書」によりＧＡ端末の使用取消しを通知する。 

 

第４章 運用 

 

（端末ＩＤとパスワード） 

第１０条 ＡＴＭセンターは、ＧＡ端末の適正利用を図るため、ＧＡ端末毎に端

末ＩＤと初期パスワードを指定し、第７条に定める利用者の登録時に、

別紙４「利用通知書」とともに通知する。また、必要に応じ、端末ＩＤ

の指定を変更することができるものとする。 

 

（セキュリティ要件の遵守） 

第１１条 利用者は、別紙５「空域管理ユーザー端末セキュリティ要件」を遵守

しなければならない。 

 

（確認及び調整） 

第１２条 利用者は、民間訓練空域における訓練計画書を提出する際、送信操作

後に受理されたかどうかをＧＡ端末で確認しなければならない。 

２ 利用者は、前項により訓練計画書を提出したときは、民間訓練空域における

空域の使用計画書の作成に係る調整に対して、迅速かつ適正に対応しなければ

ならない。 

 

（提供中止） 

第１３条 ＡＴＭセンターは、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供

を中止することができる。 

（１）空域管理システム用の設備の保守又は工事上やむを得ない場合。 

（２）不正アクセスがあった場合、又は不正アクセスであることが予想される場  

   合 

２ ＡＴＭセンターは、前項の規定により本サービスの提供を中止しようとする

場合、予めその旨をＧＡ端末の画面上で利用者に通知する。ただし、緊急の措

置を必要とし、やむを得ない場合は、この限りではない。 

 

（利用上の注意） 

第１４条 利用者は、本サービスの利用にあたって、次の行為を行ってはならな

い。 

(１) 他の利用者の端末ＩＤ又はパスワードを不正に使用すること。 

(２) 本サービスの適正な運用を妨げること。 

(３) その他、法令に違反すること、又は違反する恐れがあること。 

２ 本サービスにおいて提供する「特殊飛行等に関する調整機能」は、ＡＴＭセ

ンターから運用についての指示があるまで使用しないものとする。 

 



 

（利用の停止及び解除） 

第１５条 ＡＴＭセンターは、次のいずれかに該当する場合、利用者に対して、

本サービスの利用を停止することができる。 

（１）前条第１項各号のいずれかに該当した場合。 

（２）空域管理システムに登録されている端末ＩＤ又はパスワードを使用した不

正アクセスがあった場合、又は不正アクセスであることが予想される場

合。 

（３）その他、本要領に違反した場合。 

２ ＡＴＭセンターは、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合、予

めその理由及び停止する期間を、当該利用者に、別紙４「利用通知書」で通知

する。 

３ 第１項各号のいずれかに該当し、本サービスの遂行上、特に著しい支障を及

ぼすと認められる場合は、本サービスの利用停止を経ないで、当該利用者に係

る第７条の登録を解除し、解除後に別紙４「利用通知書」により当該利用者に

通知する。 

 

附則 

（適用日） 

１ 本要領は、平成１７年１１月１日から適用する。 

   附 則（平成１７年１１月１日 国空保第３１１号） 

２ 本要領は、令和 ２年１月２３日から適用する。 

   附 則（令和 ２年１月２２日 国空交企第３１４号） 



 

 

別紙１ 

 

空域管理ユーザー端末の機能要件 

 

空域管理ユーザー端末として整備する装置（ＰＣ）について推奨する機能要件は、

以下のとおり。 

- 

（１）推奨ＣＰＵ：（推奨）ＣＰＵ ３.２ＧＨｚ×４以上   

（最少）ＣＰＵ １.０ＧＨｚ以上 

 

（２）推奨メモリ：（推奨）４ＧＢ以上 

（最少）３ＧＢ以上 

 

（３）推奨ＯＳ ：（推奨）Ｗｉｎｄｏｗｓ １０ ＰＲＯ（６４ｂｉｔ版） 

（最少）Ｗｉｎｄｏｗｓ １０（６４ｂｉｔ版） 

 

（４）グラフィックアクセラレータ：（推奨）ＮＶＩＤＩＡ Ｑｕａｄｒｏ 

メモリ２ＧＢ以上 ＣＵＤＡコア３８４以上 

                 （最少）なし 

 

（５）ディスプレイ：解像度 （推奨）２７インチ １９２０×１０８０以上 

            （最少）１２８０×１０２４以上 



 

 

別紙２ 

 

空域管理ユーザー申請書 

             （登録・変更・終了） *該当する項目を○で囲む。 

 

令和  年  月  日 

 

航空交通管理センター長 殿 

 

 

「インターネットによる民間訓練試験空域の使用調整等の取扱いサービス実施

要領」に基づき、同要領に掲げられた諸条件に合意することを前提に、下記のとお

り、本サービスの利用を申請します。 

 

申 

請 

者  

会社名 

（又はグループ名） 
  

ICAO コード 

（３文字略号） 
  

住  所 
 

 

担当 

氏 名   

所 属   

連絡先 
TEL：  

FAX：  

代替部門＊ 
①   

②   

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ名   

利用開始／変更／ 

終了希望日 
令和  年  月  日 

 

＊代替部門とは、空域管理ユーザー端末の障害時等において当該端末に代わっ

て民間訓練試験空域に係る調整等が可能な航空会社又はグループ等の部門をい

う。 

 

航空交通管理センター使用欄 

申請受付日 令和  年  月  日 



 

 

別紙３ 

 

空域管理ユーザー端末ＩＤ申請書 

 

令和  年  月  日 

 

ＮＯ． 区分 
端末ＩＤ 

備考 
会社コード 部門コード 席コード 

１           

２           

３           

４           

５           

６           

７           

８           

９           

１０           

 

区   分：新規、追加、終了 

会社コード：ＩＣＡＯ登録略号又はそれに相当する３文字略号 

      ※相当する３文字略号が他のＩＣＡＯ登録略号と重複する場合は、航

空交通管理センターと調整して定める。 

部門コード：部門又は地域等の３文字略号 

席コード ：ユーザーコード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙４ 

利用通知書 

（登録・変更・取消・停止・解除） 

令和  年  月  日 

 

            殿 

航空交通管理センター長 

 

「インターネットによる民間訓練試験空域の使用調整等の取扱いサービス実施

要領」に基づき、貴社（又はグループ等）から申請のあった事項について審査した

結果、本サービスの利用者として以下のとおり通知します。 

 

記 

 

申請受付日 令和  年  月  日 登録番号 第   号 

 

会社名（又はグル

ープ名） 
 

住  所 
 

 

代替部門＊ 
① 

② 

利用開始／変更／取

消／停止／取消日 
 

 

NO． 区分 
端末ＩＤ 

備考 
会社コード 部門コード 席コード 

１           

２           

３           

４            

５            

６           

７           

８           

９           

１０           

 



 

 

別紙５ 

 

空域管理ユーザー端末セキュリティ要件 

 

１．プログラム 

航空局が別途指定する「民間認証局の自己署名証明書」がインストールされ

ていること。 

 

２．設置場所 

空域管理ユーザー端末は、相応なセキュリティレベルが確保された場所に設

置し、本サービスに係る関係者以外が操作することのないように管理するこ

と。 

 

３．外部媒体の使用 

空域管理ユーザー端末において、外部媒体（ＵＳＢ、ＤＶＤ等）を使用する

必要がある場合は、当該媒体にコンピューターウィルスの感染がないことを確

認した上で使用すること。 

 

４．端末ＩＤ及びパスワード 

（１） 航空交通管理センターから配布された初期パスワードは、受領後、第三

者が容易に類推できない適切な文字列（８文字以上３２文字以下の英数

字、記号。端末ＩＤと同じもの及びスペースは使用不可。）に変更するこ

と。（ユーザーパスワード） 

 

（２） ユーザーパスワードは、６ヶ月を目途に更新すること。 

 

（３） 端末ＩＤは、航空交通管理センターの指示に従って更新手続きを行うこ 

と。 

 

（４） 航空交通管理センターから配布された端末ＩＤ及びパスワード（初期／

ユーザー）は、本サービスに係る関係者以外に漏洩することのないよう適

切に管理すること。 

※端末ＩＤ及び初期パスワードは、端末毎に割り当てられる。 


